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要 旨:本 研 究 は、平 成22年9月 か ら平 成23年6月 ま で の 間 に、 合 計6回 開催 さ れ た 「子 ど も ・子

育 て 新 シス テ ム検 討 会議 作 業 グル ー プ」、 「こ ど も指 針(仮 称)ワ ー キ ン グチ ー ム」 会 合 の 内容 か

ら、 「こど も指 針(仮 称)」 に盛 り込 ま れ る内容 を推 測 す る もの で あ る。

キ ー ワー ド:子 ど も ・子 育 て新 シス テ ム こ ど も指 針(仮 称)ワ ー キ ン グチ ー ム会 合 議 事 録

1.は じ め に

内 閣 府 は、平 成22年6月 少 子 化 社 会 対 策 会 議 に お い て、 「子 ど も ・子 育 て 新 シ ス テ ム」(以 下 、

「新 シス テ ム」 と記 す 。)の 基 本制 度 案要 綱 を受 け て、 検 討 会 議 作 業 グル ー プ(副 大 臣、 政 務 官 級

会 議)の 下 に 、 「基 本 制 度 ワ ー キ ング チ ー ム」、 「幼 保 一 体 化 ワ ー キ ン グ チ ー ム」、 「こ ど も指 針

(仮 称)ワ ー キ ング チ ー ム」3つ の ワ ー キ ング チ ー ム を 設 置 した。 これ らの チ ー ム は以 下 の よ う

な枠 割 を 担 って い る。

「基 本 制 度 ワ ー キ ン グチ ー ム」 は、 「新 シス テ ム」 の検 討 に当 た って 、 全 体 像 や 「子 ど も ・子

育 て 会 議(仮 称)」 の運 営 の在 り方 等 につ い て 関係 者 と意 見 交 換 等 を行 う こ とを 目的 と して設 置

され た。 この 会 合 は、 平 成22年4月 か ら平 成24年1月 ま で に20回 開催 さ れ て い る。

「幼 保一 体 化 ワー キ ン グチ ー ム」 は、 こ ど も園(仮 称)の 機 能 の在 り方 な ど、 幼 保 一 体 化 の具

体 的 な 仕 組 み を 専 門 的 に検 討 す る こ とを 目的 と して設 置 さ れ た。 平 成22年10月 か ら平 成23年5月

の 間 に9回 会 合 が 開催 され 、 そ の 内容 の検 討 状 況 につ いて は、 必 要 に応 じて 、 「基 本 制 度 ワ ー キ

ングチ ー ム」 に報 告 され て い る。

「こ ど も指 針(仮 称)ワ ー キ ン グ チ ー ム」 は、 専 門 的 検 討 が必 要 で あ り、 ま た期 間 を 要 す る

「こど も指 針(仮 称)」 に つ い て、 先 行 して議 論 を 開始 す る とい う 目的 で設 置 さ れ た。 検 討 状 況 に

つ い て は、 必 要 に応 じて 、 「基 本 制 度 ワ ー キ ング チ ー ム」 に各 委 員 の意 見 集 約 や 議 事 内 容 が 報 告



された。 この会合は、平成22年9月 から平成23年6月 までの間に6回 開催されている。

これ らの3つ のワーキングチームでそれぞれの課題について検討 した結果、「子どもは社会の

希望であり、未来をつ くる力である。」と称 して、平成24年1月31日 付で 「新 システムに関する

基本制度とりまとめ(案)」 を策定 した。 これを受けて内閣府は、恒久財源を得て平成25年 度を

目途に 「新 システム」への本格実施検討を視野にいれた準備を進めている。

そ して、平成24年3月30日 に、「新 システム」関連の3つ の法案(① 「総合こども園法案」、②

「子ども・子育て支援法案」、⑧ 「子 ども・子育て支援法及び総合 こども園法の施行に伴 う関係法

律の整備等に関す る法律案」)を、通常国会に提出した。国会で審議が行われていた 「新 システ

ム」関連の3法 案は、平成24年6月 になって、民主 ・自民 ・公明3党 による修正協議がはじまり、

同年6月15日 に、修正が くわえられ①、3党 合意のもと衆議院を同年6月26日 に通過 し、参議院で

審議されることとなった。

この 「新 システム」が施行 されるようになった時、最 も影響を受けることになるのは現場の保

育者たちである。保育者たちは、「どのように保育内容が変わるのか」「雇用形態の変化や現在持 っ

ている資格で仕事が続 けられるのか」 といった疑問や、それに伴 って生 じる保護者や子どもへの

対応の変化などについて懸念を抱いている。「こども指針(仮 称)」 の内容については、議事録や

会議の様子などが情報公開されているが、法制上の取扱いや給付設計 ・事業内容が前面に出て、

保育内容については、現場の保育者にとっては大変わかりづらいものとなっている。

本研究では、法案通過後、「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」(以下、「要領」、「指針」 と

記す。)が どのように改訂され、新たな幼保連携型認定 こども園、幼稚園、保育所、小規模保育

等への対応を意識 したものとなっていくのかを知 るために、「こども指針(仮 称)」 について、先

行 して議論を重ねた、6回 の 「こども指針(仮 称)ワ ーキングチーム」(以下、「本ワーキングチー

ム」と記す。)に おける会合の議事録の内容を検討することで、「子 ども指針(仮 称)」 に盛 り込

まれる内容を考察することを目的とする。

2.「 子 ども ・子育 て新 システム検討 会議作業 グループ」、 「こども指針(仮 称)ワ ー

キ ングチーム」 会合議事 録か らみる 「こども指針(仮 称)」 の内容

1)第1回 会合議事録から

第1回 会合は、平成22年9月29日(水)17:00～19:29ま で開催されている。

議事内容は、(1)会 議の運営について、(2)子 ども・子育て新 システムの基本制度案要綱に

ついて、(3)こ ども指針(仮 称)の 検討について、(4)意 見交換であった。

この会合で配布された資料 は、質、量 ともに大変多く、資料1～10、 参考資料の参考1～6ま

で、合計16種 類が用意 された②。「こども指針(仮 称)」 の検討に当たって、基本制度案要綱に基

づいて、「要領」と 「指針」を統合 して、整合性を持たせて一貫性のある新たな指針を創設する



ということを念頭に置いて整理、検討するときに参考 となる資料が中心であった。また、制度論

は除いた 「社会保障審議会の少子化部会第一次報告」は、新たな制度体系が目指す、「新 システ

ム」の土台である 「こども指針(仮 称)」 の内容を考えていく基礎資料 として大変意味があるも

のだと考えられる③。

この他、「こども指針(仮 称)」 に関わることとして、幼保一体化 という項 目の掲載のなかで取

り扱われている、「幼稚園、保育所、認定こども園の垣根を取 り払い、すなわち 「保育に欠ける

要件」を撤廃 して、新たな指針に基づき幼児教育と保育をともに提供する 「こども園(仮 称)」

に一体化する。』という文面は、一部現行と異なる内容となっている。(例 えば、以前は 「総合 こ

ども園」と称されていたが、現行は 「幼保連携型認定 こども園」である点がこれにあたる。)最

新法案④も参照 しつつ、「すべての子 どもに質の高い幼児教育 ・保育を保障するとともに、家庭に

おける子育て教育にも資するため、「要領」と 「指針」を統合 して、一貫性を確保 した新たな指

針を創設する。」こととなった。

2)第2回 会合議事録から

第2回 会合⑤は、平成22年11月11日(木)9:32～12:00ま で開催された。議事内容は、(1)

「こども指針(仮 称)」 に盛 り込むべき 「子ども・子育てに関する理念等」について、(2)教 育 ・

保育の定義について、(3)「 こども指針(仮 称)」 の構成等についてである。

この会合では、「こども指針(仮 称)」 に盛 り込むべき 「子ども・子育てに関する理念」につい

て議論を深めるための資料が配布された。「児童の権利条約」や 「児童憲章」などに関する資料

が準備され、それらを踏まえなが らその精神を 「こども指針(仮 称)」 に盛 り込んでいく内容が

議論された。

「児童福祉法⑥」や 「児童の権利条約⑦」のように、子どもがすべての大人たちに愛される必要

性について様々な角度から書かれているものが用意されている。子どもは社会の希望であり、未

来をつ くる力であるという子育ての基本が盛 り込まれてお り⑧、「こども指針(仮 称)」 の理念を

検討するのに必要な材料提供であったと考えられる。

3)第3回 会合議事録から

第3回 会合⑨は、平成22年12月13日(月)9:32～12:00ま で開催 された。議事は、(1)教 育 ・

保育の定義について(2)「 こども指針(仮 称)」 の構成等についてである。

この会合での議事内容 は、(1)教 育 ・保育の定義について(2)「 こども指針(仮 称)」 の構

成等について行われた。そのために準備説明された資料は、「教育 ・保育の定義 について補足資

料(案)」 、「こども指針(仮 称)の 構成等について(案)」 である。「法制上の扱 い」をするうえ

で、こども園(仮 称)の 位置付けを説明する過程において、学校 としての幼稚園、児童福祉施設

としての保育所それぞれの役割や位置付けがわかる資料提示がされた。 これ らの資料は、(案)

という形で整理、構成されたものが準備された。案の提示は、各委員の考えを聞き整理 したうえ



で教育 ・保育の定義や 「こども指針(仮 称)」 内容の構成について、視点をずらさずに議論がで

きる役割を果た していたと考える。また、学校教育 と児童福祉を一体的に提供する施設の役割を

各委員が理解 しやすいように学校教育 と児童福祉を対比的に見 ることができる表が配布された。

4)第4回 会合議事録から

第4回 会合⑩は、平成23年2月16日(水)9:32～11:55ま で開催された。議事内容は、(1)教

育時間 ・保育時間について、(2)子 どもの発達(発 達の特性、発達過程)に ついてである。

この会合で配布された 「教育時間 ・保育時間の基準上の取扱い」についての資料は、現状把握

に役立ち、実態を踏 まえた検討をしていくのに現行の時間根拠の説明がされており⑪、今後の総

合施設における教育時間 ・保育時間を決定 していくうえで非常に役立つと考え られる。総合施

設⑫では、幼稚園と保育所の機能を併せ持つため、それぞれの保育時間を決定 していく必要性が

あるからである。

子どもの発達(発 達の特性、発達過程)に ついての資料は、現行の 「要領」 と 「指針」の記述

を使って説明されており、各施設での子 どもの発達に応 じた内容の現状が理解できる。それを踏

まえて、論点が絞り込まれていきやすくなり、現行の状況を基に整合性をもたせるために役立つ

ものであるといえる。「要領」・「指針」は平成20年3月 に改訂されて、大綱化 してほぼそろってい

るが、現行の記述において、「要領」には発達についての記述がないのに対 し、「指針」には発達

過程についての章を設けて記述を行 っている。 この発達についての記述の有無の違いにみられる

ように、今後様々な個所について議論 し整合性をもたせる必要がある。「こども指針(仮 称)」 に

は、丁寧な記述を し、各年齢の発達が保護者や保育者にわかりやすい内容の記述が望まれると考

えられる。会合報告資料からは、内容説明の解説書を作成 して二段階で取扱い、現場の保育者に

役立つ 「こども指針(仮 称)」 の作成を考えていることが読み取れる。解説書 は、保育展開や指

導案作成にも重要 となる部分なので、丁寧に取 り扱 っていくべきであると考えられる。

5)第5回 会合議事録から

第5回 会合⑬は、平成23年5月26日(木)10:00～12:13ま で開催 された。議題は、(1)教 育 ・

養護のね らい及び内容について、(2)家 庭 ・地域 との連携、子育て支援、小学校との連携 ・接

続についてであった。

この会合で配布された資料 「教育 ・養護のねらい及び内容(案)」 は、教育 と養護の基本的な

性格の違いが理解できるものである。 この資料⑭か ら、教育部分の5領 域⑮は今後 も発達をとらえ

る窓の役割を果たすものだという位置付けがなされていることがわかる。子どもの生活や遊びは、

総合的に領域の内容が絡み合って展開されるものである。委員は、領域を重視 してくる意味を理

解 し確認 し合っていることが議事録の内容からわかる。 したがって、教育の内容は5領 域を窓 と

して構成をするということが明確になり、今後も5領域から教育の内容(子 どもが経験するなか

み)を 決めてい くことが考えられる。



6)第6回 会合議事録から

第6回 会合⑯は、平成23年6月13日(月)9:30～11:48ま で開催された。議事内容は、(1)

子ども ・子育てに関する指針について、(2)本 ワーキ ングチームにおけるこれまでの議論の整

理である。

この会合で配布された資料 は、「こども指針(仮 称)」 について、位置づけなどの整理をどのよ

うにしたらよいかということの案を記 した資料である。この 「指針」の内容は2つ ある。1つ は、

子ども ・子育てに関する大きな理念であり、 もう1つ は、幼稚園、保育所、あるいは総合施設に

加えて多様な保育事業⑰も今回の 「新 システム」において創設されるというものである。理念 と

各施設等における指導 ・援助の基準を具体化する必要があるという内容が理解できる資料である。

会合に出席 している委員の立場の違いによってそれぞれがイメージする内容のズレを解決できる

情報の提供となったと考えられる。

各施設の位置づけを理解するために事務局より、「この 「新システム」の全体像 としては、新

システムに関する基本指針(仮 称)が あり、それを踏まえた上でのこども園(仮 称)等 の指定基

準がある。 こども園の中には、幼稚園、保育所、総合施設あるいはこういった認可を取 ったもの

以外の客観的基準を満た したその他の施設。すべて含まれるわけだが、そういった中で具現化さ

れる』(第6回 会合議事録3頁 参照)と いう説明がされた。

上記内容を受 けて、保育現場における具体的な指導法、援助の方法については、幼児段階では

特に養護が前提となる。幼稚園、保育所、 こども園のいずれにおいても養護の比重は高いため、

保育者は養護を正 しく理解する必要がある。 どの施設においても 「要領」 と 「指針」の整合性を

図るうえで、養護 と教育について理解 し、養護 と教育が一体的におこなわれることが重要なポイ

ントであることが、委員の意見からも確認できた。 このことは、「こども指針(仮 称)」 において

も、丁寧に取 り扱われる内容であることがこの会合で議論されている。

7)「 こども指針(仮 称)ワ ーキングチーム」における意見集約

第6回 会合議事録には、「子 ども指針(仮 称)ワ ーキ ングチームにおけるこれまでの議論の整

理」(第6回 会合議事録2頁 参照)と して、5回 のワーキ ングチームにおける議論の意見を集約

したものが提示されており、その資料の中の言葉を引用 しポイントをまとめると以下のようにな

る。

事務局は配布資料について 「全体像 として子 ども・子育てに関する理念の部分 と、施設におけ

る指導 ・援助の基準 として大きく理念には2つ ある」 と述べている。

理念の部分についての意見集約

① 全般的には、子ども・子育ての理念については、文化的価値と哲学を示すミッションステートメント、

乳児期からの教育や良質経験の重要性、子どもの最善の利益と民主的市民としての子どもの理念、家

庭との連携、保護者の責務、国や地方公共団体の責務について記述すべきである。



② 子 ども ・子育て の理念 は 「子 ど も視 点の書 き方、 あるいは実践者視点 の書 き方 、親視点の書 き方、地

域 視点の書 き方が考え られる。今 回の整理で言 うと、実践者 と しての書 き方 に相当す るものが各施設

にお ける指導 ・援助 の基準 とい うことであ り、それ以外 のことの全般 的な理念が理念的な もので はな

いか。」 とい った意 見が出されている。

子 ども ・子 育 て の理 念 そ の も の に つ い て の意 見集 約

家 庭や地域のすべての子 ども ・家庭を対象 とす るもので あるけれ ども、家庭教育 を縛 る ものにな らな

いよ う、法的拘束性 は持 たせないよ うにすべきである。

子 ども に 関 して の 意 見 集約

① 子 どもは 「育て られ る」 とい う側面 と 「育つ」 とい う側面 があ る。 「チル ドレン ・フ ァース ト」 とい

う言 葉 は主体の要素が強 いけれど も、子 どもを どうと らえ るのか、子 ど も論を検討す ることが必要 で

ある。

② これか らの乳 幼児期 の子 ど もにど うあ ってほ しいのかを述 べる ことが必要 である。

③ 乳幼児期の教育 の基本的理念 は、一 人ひ とりの子 どもは違 って いて、 それでよい とい うこと、一人 ひ

とりのよさや可能性 を十 分生 かす ことが重要 である。

家 庭 に つ い て の 意 見 集約

① 家庭教育の大切 さを述べ る ことが必要 であ る。家庭 のあ り方 について何 らかの形を示 さな い限 り、好

き勝手 にす ることが個人 の権利 だ とい うことに対 する歯 どめにはな らないのである。

② 一 方で、家庭 にど こまで介入 するか、干渉す るか は非常 に難 しい問題 であ り、あ まり家庭へ の干渉 と

取 られないよ うにす ることが重要 である。

③ 家庭 や子 育てに優 しい社 会をつ くってい く視点 が必要 である。

④ 「子育 てはつ らい、大変 だ」 とい うのではな く、「子育 て は楽 しい、子 どもを育て る ことによって親

も育 つ」 とい う、子 ど もを育 て る喜 びを意識 で きるよ うにする ことが必要 である。

⑤ 保護者 に子育て の責任が ある ことと、保護者が 目分で子育 てす る ことはイ コールで はないとい うと ら

え方 をすべ きである。

⑥ 親 の子育て の第一義的責任 を確認 した上 で、 さまざまな立場 にある子 ど もたちの健やかな育 ちを支 え

てい く視点 を社会 の仕組 み と考 えるべきである。

地 域 等 に つ い て の 意 見 集 約

① 子 どもが育つ場 と して地域 のネ ッ トワー クづ くり、 コ ミュニテ ィーづ くり。 子育て は地域 の中で親 同

士、 地域 の人 たち とのつなが りがで きる ことである。

② 地域の中へ の参加意識が重要 であ る。 地域の子育て支援 につ いてわか りやす く示 して ほ しい。幼児教

育 の質を書 き込 む ことによ り、子育 て関係者 間で共通認識 を持 てるよ うにする ことが必要 である。

施 設 に お け る 指 導 ・援 助 の基 準 に つ い て の意 見集 約

全般 としての基準 と して は、0歳 か ら主 として就学前 の乳幼児 を対象 とすべ きであ る。その際、0歳

か ら18歳 までを見通 す ことも必要 であ る。

基 準 の 構 成 や 内 容 に つ い て の意 見集 約

① これ まで は ぐくまれ てきた 「要領」、「指針」の考 え方 を生 かす ことが必要 であ る。 この2つ につ いて

は、 これまで大綱化 して きてい るので、 それを生 か して大綱化 の方 向で検討す べきである。

② 質保 障の観点 か ら、施設 の基準 については法 的拘束力 を持 つ内容 ・方法 を規定すべ きである。

③ 質 を どう評価 す るのか検討 が必要 である。



④ 乳児を含めて良質経験が必要 とい って も、何が良質 の経験 なのか議論 がないままだ と、結局預か って

いる ことだけになる といえ る。

⑤ 保護者 にもわか りやす く理解 で きるよ うに記述すべ きで ある。発達 障害、 イ ンクル ージ ョン、食育 の

重要 性などであ る。

名 称 に つ い て の 意 見 集約

① 施 設で提供す る内容 を示す ものについては、「養護 ・教育要領」 とい った名称 、全体 と して は、「子 ど

も ・子育 て指 針」 なのであ る。

② 「要 領」 と 「指針」 とい う2つ の表現があ るけれ ども、そ こで新 しい形で の 「保育要領」 とい う名前 な

ども含めて考 えてはど うか とい うことである。

そ の 他 に つ い て の 意 見 集約

① 子 ど もにどのよ うな良質 な生活 を保 障するのか とい う観点 か ら考 えるべ きである。

② 家庭 や地域 での生活 の連 続性 を踏 まえて、全体 として施設 で過 ごす時間を考 える ことが必要 である。

③ 一 人ひ とりの子 ど もの活動 を集 団 として保障す るときに、一定 の時 間、子 どもた ち全員が集団 と して

参加 しな ければ な らない時 間、 いわば今 まで 「コアタイム」 と言 っていた時間 は確実 に必要で ある。

子 ど もの経験 としてど うい う活動 の時間を保 障する ことが必要 なのかである。

④ 子 ど もの発達 に応 じた子 ど もの質 を保 障する とい う観点 か ら時 間や 日数 を考 える ことが必要 である。

⑤ 子 ど もの視点 か らの時間や 日数。具体 的な時間については、4時 間プ ラスアル ファである。

⑥ 親 の働 き方 を考 える ことが必要 であ る。

⑦ 親 が子育 てに参加 す ることがで きるよ うにする ことを考 える ことが必要 である。

子 ども の 発 達 の 特性 に つ い て の意 見集 約

① 子 どもの発達 は諸領域、 つま り5領 域がお互い に関わ りあって育 ってい くものであ る。実際 の子 ど も

の姿 と重ねなが ら、発達 の諸領域 がいかに関連性 を有 して いるかを押 さえた上 で、総合的 に子 ど もの

発達 や発達過程 を考 える ことが必要 である。

②5領 域 は教科で はないので、全体 を見なが らの窓だ とい うことで、幼 児教 育の子 どもの発達 につ いて

は、連続的 に上が って い くとい うことではな くて、行 った り来 た りしなが ら、 しか も個 々人 によって

差 があ りなが ら育 つ とい うことを理解 する ことが必要 である。

③ 子 ど ものさまざまな側面 が相互 に一人 の人格 と して どう関わ ってい くのか押 さえる ことが必要 である。

④0歳 の育 ちがあ って3歳 がある。0歳 は何 もわか らないのではな く、十分 わか っているのである。

0,1,2歳 とい う中で学 んでい くことを理解 する ことが必要 である。

⑤ 子 どもの発達 をわか りやす く示 す と、親 は 「で きる、で きない」 をチ ェックしな ければ いけないのか

と思 いがちなので、 そ うではない とい うことを理解 して もらうことが必要 である。

⑥ 解説書 の必要性 など、大綱化 と解説書 の関連 が必要 である。

教 育 の ね らい 、 内 容 に つ い て の意 見集 約

① 領域で発達す るので はな く、 さまざまな ことが関わ りあ って総合 的に発達 してい くことを まず前提 と

して書 くべ きである。

② 内容 につ いて は、「要領」 に指導 す る事項が書かれて いて、 「指針」 にはそ うい つた ことが書かれ てい

ないので整合性 を図 ることが必要 である。

③ 養護 と教育 は表裏一体 だが、 「指針」 では、養護 に関 わ るね らい ・内容、 教育 に関 わるね らい ・内容

を分 けて示す ことによ り、養護 は どのよ うな ものか、教育 は何 を指 すのかを明確 にす ることが必要 で

ある。



養 護 の ね らい 内 容 に つ い て の意 見集 約

① 「生命の保持」「情緒 の安定」 は、 すべての年齢 に関わ る大事 な ことであ り、3歳 未満児だ けに限定 さ

れてい ることではない ことを明確 にすべ きであ る。

② 長 時間同 じ場で保育 を受 ける とな った ときには、養護 につ いては、基準 で丁寧に示す ことが重要 であ

る。

③ 保育者の一人 ひと りが丁寧 に子 ど もに対 して して い くことが本質 である ことを明示す ることが必要で

あ る。 そ うでない と、教育 は 「何か させ る もの」、養護 は 「世話 をす る もの」 とい った とらえ方 をさ

れて しま う リス クが生 じて くるのである。

④ 幼 児期 は、保護者 との関係が子 ど もの情緒 に大変 関係 して くるので、 その点 を明記す べきである。

⑤ 策定 に当た っては、専 門家の知見 を生 か した内容 が必要 である。

家 庭 ・地域 との連 携 、 子 育 て 支援 に つ い て の意 見集 約

① 子育 て支援 がなぜ必要 か とい う背景 を明示 する ことが重要 である。

② こうした背景 の下 に、新 しい施設 が果 たす役割 を明確 に位 置づ ける ことが必要 である。

③ 子育 て支援 については、基礎 自治体 である市 町村 の役割 を明示 する ことが重要 である。

④ 要保護 児童 への対応 についての明記 が必要 であ る。

⑤ 子育て支援 を 「サー ビス」 として とらえ るので はな く、親 が親 と して成長 してい く、子育て をす る喜

びを味わえ るとい う意 味で とらえる ことが重要 である。

⑥ 子育て支援 は、 きめ細 かな地域 の拠 点 にな ることにより、施設 が虐待等 の予防に も大切な ア ンテナと

しての役割 を果たす ことが必要 であ る。

⑦ 就 労 して いる親 と就労 していない親 が一 緒 に何かす ることは本 当に難 しいけれ ども、親同士が親 しく

な って、一緒 に子 ど もを育てよ うとい う意識 を持 てるよ うにす る ことが必要 である。

⑧ こど もを一緒 に育 ててい こうとい うネ ッ トワー クをど うつ くってい くかが課題 である。

⑨ また、地域 との関わ りの重要性 であ るが、現実 には働 く親 は非常 に忙 しいとい う理解 が必要 である。

⑩ ワー ク ・ライ フ ・バ ランスを踏 まえて子育 て支援 の仕方 を考 える ことが必要 である。

⑪ 親 同士の コ ミュニケー ションが必要性 である。

小 学 校 との連 携 ・接 続 に つ い て の意 見集 約

① 乳児か らの学 びが あ り、0歳 か ら幼児期 まで、更 には小学 校か ら18歳 まで とい う形 の中で、すべ てが

学 び とい う前提 で解釈 してい くことが大切 であ る。

② 学 びの芽生えか ら、 自覚 的な学 び とい う子 どもの発達 のプロセス と施 設の基準 との整合性 をもたせ て

いかな ければな らないのである。

③ 小学校教育 の前倒 しではな く、 子 どもの発達 に応 じた学 びと して接続 が必 要な ことを保護者 に もわか

るよ うにすべ きであ る。

④ 子 ど もの発達 について小学校 の教 員 と理解 を共有 で きるよ うにする ことが重要 である。

⑤ 小学校 との連携 ・接続 は古 くて新 しい課 題であ り、 これまでの経緯 ・経験 ・積み重ね も踏 まえて検討

してい くことが重要 であ る。

⑥ 子 どもの 自立 を急 ぐ方 向で解釈 されないよ う、子 どもが現在 を最 もよ く生 き、望 ま しい未来 をつ くり

出す力の基礎 を培 う、今 が大事 だ とい った哲学 を記述 するべきである。

⑦ 養護 の側面 を接続期 において も重視 すべ きであ る。

⑧ 子 どもたちが小学校 に安心 してつなが り、教育を受 け られ るよ うな システム化 、 ネッ トワーク化、が

必要 であ る。



3.「 こども指針(仮 称)ワ ーキ ングチーム」 委員の意見集約か ら、「こども指針(仮

称)」 に盛 り込 まれる内容 の考 察

「こども指針(仮 称)」 ワーキングチーム会合の議論内容から、「こども指針(仮 称)」 に盛 り

込まれる大枠のイメージを整理 してみると、前述 した 「理念部分の意見集約」から、最初の部分

である程度の子育てに関する理念を書 くということが推測される。 ここで書かれる理念は、各保

育施設だけでな く、家庭での子育てについても参考 となる内容であり、それを参考 として保育 し

ていってもらいたいということが意図されているといえる。そのことから子ども・子育ての理念

は、子ども視点、実践者視点、親視点、地域視点の書 き方が考えられる。その根拠は、意見集約

部分の 「乳児期からの教育や良質経験の重要性、子 どもの最善の利益 と民主的市民 としての子ど

もの理念、家庭との連携、保護者の責務、国や地方公共団体の責務について記述すべきといった

意見」が参考となっている。また、「子どもに関 しての意見集約」の部分でもわかるように、「乳

幼児期の教育の基本的理念 は、一人ひとりの子 どもは違 っていて、それでよいということ、一人

ひとりのよさや可能性を十分生かす ことが重要だなどと言われている。」 という点か らすると、

どんな子どもに育ってほしいのか、子 どもを大切にする社会の在 り方、子どもの権利保障、乳幼

児期の重要性などが子 どもに関 しての理念 として書 き込まれると考えられる。そして、子育てに

関する理念として、乳幼児期の教育の意義及び役割、家庭の意義及び役割、集団での学び ・育ち

の支援の意義及び役割、施設における教育 ・保育での意義及び役割、子育てを通 じた親育ち支援

の重要性などが書 き込まれると考えられる。

次に、意見集約資料の 「基準の構成や内容についての意見」の内容は、各施設におけるより専

門的で具体的な基準を、現行の 「要領」や 「指針」の重なっている共通部分をイメージして議論

を重ねた内容が盛り込まれると考えられる。 このワーキングチーム会合時期では、幼保を一体 と

した総合こども園(仮 称)構 想を前提に議論されているため、意見集約資料の 「教育のねらい、

内容についての意見」や 「養護のねらい内容についての意見」の内容は、幼保の重なり部分を意

識 し調整 しようという考えが基礎になっている。そのため、重なり合い部分の内容を書き込むと

きに意識されているのが、幼稚園は 「学校教育法」であり、保育所は 「児童福祉法」 という法律

に関わる部分の保育内容である。 この時点では、ここにかかる部分を解決するために、「総合施

設法(仮 称)」 をつ くって対応 していくことになると内閣府は考えていたといえる。

何年かの範囲で、総合施設が大方を占めていくという予想のもと、「総合施設保育要領(仮 称)」

たるものを策定 し告示化するという方向性を示す内容が 「本 ワーキングチーム」の会合で議論さ

れていたが、三党合意で法案が成立 してからは、総合施設への移行は手挙げ方式 となり、総合 こ

ども園(仮 称)で はな く従来からあった認定 こども園を生かした形で、幼保連携型認定 こども園

として、総合こども園に代わる内容をほぼ踏まえたものが幼保一体型施設 として、実施の方向に

向かっている。



このような現状を踏まえつつ、「こども指針(仮 称)」 の理念に続 く他の内容についても、6回

会合で提示された意見集約を参考にしながら推測 していくと、理念に続いて、施設における指導 ・

援助の基準や内容が考えられる。基準の構成内容は、「要領」や 「指針」の考え方を十分に生か

し、大綱化の方向で検討 していくことになることが考えられる。 ここでは、教育、保育の定義や

それにともなって、養護 と教育の一体的な保育について等、保育の原理的な内容 も記述されるこ

とが推測できる。また、各施設での教育時間や保育時間についても明確にされると推測できるが、

対象となる施設の持つ特徴を考慮 したきめ細かな時間内容になると考えられる。

次に教育 ・保育の内容構成が挙げられるが、 この部分は 「要領」 と 「指針」の重なりと異なり

の整合性を持たせることの大変さや、 これまで育まれてきた 「要領」や 「指針」の歴史をどのよ

うにしてい くかという難題解決への努力の結果が表れるところである。会合内の議論の結果、

「こども指針(仮 称)」 の教育のねらい及び内容については、「子どもの発達の特性についての意

見」の中で、「子どもの発達は諸領域、つまり5領域がお互いに関わりあって育 っていく。実際の

子どもの姿と重ねながら、発達の諸領域がいかに関連性を有 しているかを押さえた上で、総合的

に子どもの発達や発達過程を考えることが必要である。」といわれ、現行の 「要領」及び 「指針」

と同様5領 域、「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」で構成す るという方向が示されたの

である。そのなかで、「要領」、「指針」で一部異なっている各領域の構成について、「こども指針

(仮称)」 では、①その整合性を更に図り、各領域を 「領域の意義付け」「ね らい」「内容」で構成

すること、②現行の 「要領」の 「内容の取扱い」や 「指針」の 「保育実施上の配慮事項」を基に、

その整合性を更に図り、教育の 「内容に」関係深い留意事項をそれぞれの領域 ごとに規定するこ

と、③そして、「要領」 と 「指針」で一部異なっている内容項目や表記については、その整合性

を図り、原則として共通化することが決定 されたのである。

次に、発達に応 じた教育の内容についてである。前述 した 「小学校 との連携 ・接続についての

意見集約」からみると、学びの解釈については、発達のプロセスと施設の基準の整合性が議論さ

れている。幼稚園は、満3歳 児から小学校就学前の幼児に対 して幼稚園教育を行 ってきた。「要

領」では従来から幼稚園教育の基本 として、幼児に育つことが期待される心情、意慾、態度など

のねらいを達成するために、教師が指導し、幼児が身につけていくことが望まれるものを全年齢

共通の教育の内容として示 している。一方、「指針」では、第2章 「子どもの発達」で、「1.乳

幼児期の発達の特性」をあげ、「2.発 達過程」ではおおむね8つ の区分 として発達過程を示 し、

第3章 「保育の内容」の、「1.保 育のねらい及び内容」についてでは、養護 と教育のねらい及

び内容として、乳幼児期に育ち経験することが望まれる基本的な事項を、全年齢共通の事項 とし

て示 している。現行の 「要領」及び 「指針」の教育の内容を踏まえて整合性をはかり、「こども

指針(仮 称)」 では、乳幼児の発達における教育内容を規定 したものを載せてい くことが推測さ

れる。



次に、指導計画を作成 して保育をおこなう必要があることについての内容があげられる。

平成20年3月 に告示された 「要領」では 「指導計画」、「指針」では 「保育の計画」 と表記され

ているが、共に教育や保育を行 う上で計画を事前に作成 して行 うことの必要性が明記されている。

この内容に関 して、「こども指針(仮 称)」 でも取扱いについての内容が記載され計画的に保育を

行うことの重要性が記述 されると考えられる。また、障害のある子どもの保育、家庭 ・地域 との

連携、子育て支援も視野にいれたものを計画的に行 うことなども盛 り込まれてい くと考えられる。

ここでも 「要領」と 「指針」の内容に差異があるため、幼保を一体的に考えたものが必要となる。

「指針」の計画の中には、保育内容の自己評価などもあるので、専門性を意識 した内容とするた

めには、はずせない内容である。

「要領」については、上記内容でほとんど押さえられたが、「指針」のみに記載されている5章

「健康及び安全」、6章 「保護者に対する支援」、7章 「職員の資質向上」に関する内容が今後どの

ように取 り扱われてい くかについては今回の会議録からは読み取れなかった。さまざまな立場か

ら多様な意見が出され、各委員の意見をくみ取 りながら1つの 「こども指針(仮 称)」 にしていく

のはとても大変な作業である。 しか しながら、議論の内容が影響 し、反映されて形作 られていく

のは確かなことである。

4.お わ り に

本稿では、 この先、「要領」や 「指針」がどのように改訂され、新たな幼保連携型認定 こども

園、幼稚園、保育所、小規模保育等への対応を意識 したものとなっていくのかを考えるために、

「本ワーキングチーム」における会合6回 分の議事録から、「子 ども指針(仮 称)」 に盛 り込まれ

る内容を推測することを目的として論 じてきた。

その結果、今まで並行的に行われていた 「要領」 と 「指針」の改定作業において、その内容は

時代や社会情勢の動向によって大綱化 され、同じフロアで議論 し歩み寄 ることで、変化 してきた

状況が理解できた。

改定 ・改訂 は、その時代の保育をよりよくしていくために現場 と密接に結びついていることも

明らかとなった。

同 じ幼児教育なのだから、幼保を一体化 したいと願 う立場、そうとも言えない立場があり、な

かなか1つ になれない幼保の垣根をこえた議論は、「要領」 ・ 「指針」を 「子ども指針(仮 称)」

としてまとめ、幼保一体化を推進するうえで必要なプロセスであったと考えられる。

しか し、結果として本会議内容の議事録からは、「こども指針(仮 称)」 で幼保が一本化される

というより、「要領」、「指針」 は現行のものを基本 とし、対象の施設に適 した内容を若干手直し

した形で新たに告示 し、新たにできる総合施設に対 しては、「総合こども園保育要領(仮 称)」 を

告示化 して各施設が 「要領」「指針」「総合こども園保育要領(仮 称)」 の3つ のなかで適 してい



る もの を 参 考 に して就 学 前 の子 ど もを保 育 す る とい う こ とに な るで あ ろ う こ とが推 測 さ れ る。

今 後 の動 向 か ら 目が離 せ な い状 況 で あ るが、 「こ ど も指 針(仮 称)」 と して、 日本 の保 育 を進 め

る基 礎 とな る保 育 の 指針 が、1つ に な って い く こ とへ の現 場 の期 待 は大 きい と考 え る。

[註]

① 伊藤周平(鹿 児島大)報 告 によ る新 システ ム関連法案の修正 内容(以 下 「修 正案 」 とい う)に つ いて以

下 のよ うにま とめて いる。 「① 総合 こど も園法案を撤回 し、認 定子 ど も園法(就 学前 の子 ど もに関す る

教 育、保育等総 合的 な提供 の推 進 に関す る法律)の 一部改正 案 により、(i)幼 保連携型認 定 こども園

を単 一の施設 と して認可 ・指導監督等 を一 体化 した うえで、学校 および児童 福祉施設 と して法的 に位置

づ けること、(ii)新 たな幼保連携型認定 こども園 につ いては、既存 の幼 稚園お よび保育所 か らの移行

は義務づ けない こと、iii)新 たな幼保連携型認 定 こど も園 の設 置主体 は、 国、公共団体、 学校法人 ま

た は、社会福祉法人 とす るこ と、②子 ども ・子育て支援法案 につ いては、(i)認 定 こども園、幼稚園、

保育 所を通 じた共通 の給付(施 設型給付)お よび小規模保育等へ の給付(地 域型 保育給付)を 創設 し、

これ らの施設 ・事 業 につ いて財 政支援 を行 うこと、(ii)市 町村が保育 の実施義務 を担 うことにもとつ

く措 置 と して、民間保育所 については、現行 どお り、市町村が委託費 を払 い、利用者負担の徴収 も市町

村 がお こな うこと、(iii)保 育 の必要性 を市町村が客観的 に認定す る仕組 みを導 入す ること、(iv)指 定

制度 に代えて、都道府県 による認可制 を前 提 と し、社会福祉法人及 び学校法 人以 外の者(株 式会社 など

の営 利法人)に 対 して は、認可基準 の適合に加えて、経済的基礎、社会 的信 望、社会福祉事業 の知識経

験 に関す る条件を満 たす ことを求 め、 欠格 事由 に該当す る場合 や供給過剰 によ る受給調整が必要 な場合

を除 き、認可す ることなどの修正 を加 え、 ③関係法律 の整備法案 につ いては、児童福祉法24条 等 につ い

て、市町村 が保育の実施義務 を引 き続 き担 うこととす るなどの修 正を行 う、 な どとなってい る(「社会

保障 と税の一体改革関連法案 に関 する3党 合意 文書」2012年6月15日)。(月 刊 「保育情報」No.428.JU

L.2012.)

② ここでの資料 は、1～3ま でが検討体制 、制度案の要綱、今後 のスケ ジュール関係の資料で ある。4～5

が こども指針 にかか る検討事項 と当面 の検 討スケ ジュール資料で ある。6～9ま でが関係の基本的 な資

料 であ る。10は 本 日の構成員 か ら事前 に提 出 された もの をまとめた資料 であ る。 また参考資料 は、子 ど

も ・子育て新 システム検討会議 について とい う資料、体制図、基礎 的な資料 デー タ編 ・施策編、指針 に

関連 して とい うことで 日本 保育協会青年部 がま とめた提言 である

③ 新たな制度体系が 目指す もの として、 すべての子 どもの健や かな育 ちの支援 を基 本 に置 く、国民 の希望

す る結婚、出産、子育 てが実現 で きる社会 として い く。未来へ の投資 として将来のわが くにの担 い手 の

育成 の基礎 を築 いてい くことがあげ られている。

④ 子 ども ・子育て関連3法 案:「 総 合 こども園法」「子 ども ・子育 て支援法案要綱 」「子 ども ・子育て支援

法及 び総合 こども園法 の施行 に伴 う関係法律 の整備等 に関す る法律案要綱」

⑤ 配布資料 は、1～4で 、参考 資料 は2つ で合計6種 類配布 された。資料1は 、 こども指針(仮 称)に 盛

り込むべ き 「子 ども ・子育て に関す る理念等」 につ いて(案)」、資料2は 、「教育 ・保育 の定義 につ いて

(案)、 資料3は 、 「こど も指針(仮 称)の 構成等 について(案)」、資料4は 各委員 か ら提 出 されて いる資

料 をま とめた もの ある。参考 資料 として配 布 した参考1は 、昭和22年 度 に出された 「保育要領 幼児教

育の手 びき一」 を抜粋 した もの。 参考2は 、 「平成22年 度版 家庭教育手帳」 を抜粋 した ものであ る。参

考 資料2つ は、 「幼児期 の教育 と小学校教育 の円滑 な接続 の在 り方 につ いて(報 告)の ポイ ン ト」 と報

告 であ った。

⑥ 「児童福祉法」 においては、 「すべての国民 は、児童が心身 と もに健 やかに生 まれ、且つ、育成 され るよ

う努 め なければな らな い」 とされてお り、 「すべて の児童 は、 ひ と しくその生 活を保障 され、愛護 され

なければな らない」 とされている。

⑦ 「児童の権利条約」 においては 「児童 の教育が次の ことを指 向すべ き ことに同意 す る」 という中で、「児

童 の人格、才能並 びに精神 的及 び身体 的な能力をそ の可能 な最大限度 まで発 達 させ ること」 などが うた

われてい る。



⑧ 子育て の基本 とは、「子 どもが、 それぞれの個性 と能力 を十 分 に発揮す る こと、人 の気持 ちを理解 し互

いを認め合 い、共 に生 きる ことがで きるよ うにな ること、 このよ うな子 ど もの健やかな育 ちは、子 ど も

の親 のみな らず、今 の社会 を構成 す るすべての大人 にとって、願 いで あ り、 また喜びであ る。 そ して、

子 どもの健やかな育 ちは、我 が国に とっての最大の資源で ある 「人」 づ くりの基 礎であ り、子 ど もの育

ちを支援 す る」 ことは、未来 への投 資である。

⑨ 配布資料 は、3種 類で あ った。 資料1は 「教育 ・保育 の定義 につ いて補足 資料(案)」 、資料2は 「こど

も指 針(仮 称)の 構成等 について(案)」 、資料3は 「各委員 か ら提 出された資料 を まとめた もの」 であ

る。 また、参考配布 の資料1～5が あ り、参考の1は 、「教育 ・保育 の定義 について」、参考の2は 、「昭

和22年 度保育要領 幼児教育 一の手 引 き」。 参考の3は 、「平成22年 度版家庭教育手 帳(乳 幼児編)」。参

考 の4、5は1回 目、2回 目の こど も指針(仮 称)ワ ーキ ングチームにお ける各委員か らの主 な意見 を

ま とめた ものであ る。

⑩ 配布資料 は、3種 類で あ った。 資料1は 「教育時間 ・保育 時間 につ いて」、 資料2-1は 「子 どもの発

達 について」、資料2-2は 「要領解説」、 資料2-3は 、「指針解説」、 資料3は 「各委員会提 出資料」、

参考 資料が3種 類配布 され た。参考1は 「第3回 こども指針(仮 称)ワ ーキ ングチ ームにお ける各委員

か らの主 な意見」参考2-1「 幼保一体化 につ いて」、参考2-2「1月24日 の幼保一体化 ワーキ ングチー

ム資料」 であ る。

⑪ 「教育時間 ・保育時間 の基準」 について は、幼稚園 の1日 の教育課程 に係 る教育時間 は幼稚園教育要領

において4時 間を標準 とす るとされてい る。 また、地域 の実態、保護者 か らの要 請 ・要望 により、標準

の教育課程 の終 了後 に希望者 を対 象 に行 う教育活動 、「預か り保 育」が行 われてい る。 保 育所の 「1

日保 育時間」 は児童福祉施設 の最低基準 において、1日 につ き8時 間を原則 とす る。その地方 における

乳 児また は幼児の保護者 の労働 時間、 その他家庭の状況等 を考慮 して、保育 所の長が定め るとい うふ う

に最 低基準で規定 して いる。 延長保 育の事業実施要綱で は、11時 間の開所 時間の前後 に行 う補助対象

とす る。保育所 の開所時間 は11時 間が標準 。 また、夜間保育所 の開所 時間 はおおむね11時 間 とされ てい

る。

⑫ 総合施設 につ いて は、 この会議 のあ った時期で は幼稚園 と保育所 の機能 を併 せ持つ施設の名称 を 「総合

こども園(仮 称)」 と して扱 っていたが、三党合意後 は 「幼保連携型認定 こど も園」 と した。本稿で は、

混乱 をさ けるために 「総合施設」 とす る。

⑬ 配布資料 は、6種 類で あ った。資料1-1「 教育 ・養護 のね らい及 び内容(案)」 。資料1-2「 要領 ・

指針対照表(教 育 ・養護 のね らい及び内容関係)」。資料1-3「 平成11年 指針(抄)(保 育の内容関係)」。

資料2「 家庭 ・地域 との連携、子育 て支援 について(案)」。 資料3-1「 小学校 との連携 ・接続 につ いて

(案)」。資料3-2は 、参考資料 と して、「第4回 こど も指針(仮 称)ワ ーキ ングチームにお ける各委員

か らのお もな意見 をま とめた ものが配布。

⑭ この資料の根拠 となる法律 は、 「教育基 本法」11条 、「学校教育法」22条 、23条 と 「児童福祉法」39条 等

であ り、 これ らに基 づいて、幼児教育 ・保育 の現状 を説 明 している。

⑮5領 域 は、教育 内容 の 「健 康」 「人 間関係」 「環境」 「言葉」 「表現」 である。

⑯ 配布資料 は、7種 類で あ った。 資料1-1「 子 ども ・子育て に関す る指針 について(案)」 。資料1-2

は、 資料1-1の 参考資料 である。 資料2-1は 「子 ども指針(仮 称)ワ ーキ ングチ ームにお けるこれ

までの議論 の整理(案)」 、 資料2-2は 、「子 ども ・子育て に関す る理念」 に関す る参考 資料、 資料2-

3は 、「施設 にお ける指導 ・援 助の基準」 関係の参考資料。 資料の3は 、 委員か ら事前 に提 出 され た意

見資料 であ る。 なお、参考 資料 は、第5回 会合 における各委員 か らの主 な意見 をま とめた ものである。

⑰ 多様 な保育事業 とは、 小規模保育事業、家庭 的保育事業、居宅訪 問型保育事業等 を指す。

[参考文献]

・内閣府 ホームペー ジhttp://www8 .cao.go.jp/shoushi/10motto/08kosodata/index.html#wg

・内閣府 政策 統括 官(共 生社会政策担 当)付 少子化対策担 当

・子 ども ・子 育て新 システム検討会議作業 グループ

・子 ども指針(仮 称)ワ ーキ ングチーム第1回 会合 ～第6回 会 合議事録。

・ 「子 ど も ・子育 て新 システムについて」資料42011年5月12日 内閣府

・基本制度 ワーキ ングチーム(第11回)「 子 ども ・子育 て新 シス テムについて」参考22011年5月18日



内閣府 ※2011年5月12日 社会保 障改革 に関する集 中検討会議(第六回)資 料4

・基本制度 ワーキ ングチーム(第20回)資 料1「 子 ども ・子育て新 システ ムに関す る基本制度 とりまとめ」

(案)2012年1月24日 内閣府

・基本制度 ワーキ ングチーム(第20回)資 料2「 子 ども ・子育て新 システ ムに関す る基本制度 とりまとめ」

(案)(説 明資料)2012年1月31日 内閣府

・基本制 度 ワーキ ングチーム(第20回)資 料3「 補足説 明資料」2012年1月31日 内閣府

・全国厚生労働関係部局長会議(厚 生分 科会)説 明資料 ～子 ど も ・こと建て新 システムにつ いて～2012

年1月20日 内閣府

・平成24年 度 現代保育研究所第1回 研 修会 資料 資料3「 子 ど も ・子育 て新 システ ム関連三法案」社団

法人 全国保育士養成協議 会2012年6月30日

・平成24年 度 現代保育研究所第1回 研 修会 資料 資料4時 事通信記事 「社会 保障 と税の一体化改革関連

法案 に関す る三 党合意文書 全文(2012.6.19)」 社 団法人 全 国保育士養成協議会2012年6月30日

・津金美 智子 「子 ど も ・子育 て関連3法 案 について」保育者養成研究会2012年7月

・ 「月刊 保 育情報No.428～430」 保育研究所2012年 。


